
農薬の適正使用についてのお願い

周囲の方への情報共有を！

正しい防護装備の着用を！

(問い合わせ先) 農林水産省近畿農政局農産安全管理課
電話番号：075-451-9161（内線2284､2292）

〇農薬は適正に使用されない場合、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。特に、

住宅地周辺の農地や学校、公園等の公共施設においては、住民や子供への健康被害が生じない
よう、農薬使用の回数及び量を削減する植栽等の管理を心がけましょう。

〇農薬を散布せざるを得ない場合は、飛散防止対策に努める、事前に散布する目的、
農薬の種類、日時等を周知するなど、周囲の方に十分配慮しましょう。

農薬ラベルの確認を！

〇防護装備の着用が不十分なために農薬中毒が

起こってしまうことがあります。
農薬中毒を起こさないために、

・マスク
・防除衣
・保護メガネ
・手袋 等を適切に使用しましょう。

〇農薬散布用マスクは国家検定(厚生労働省)に
合格したもの等があります。
ご自身がご使用になる農薬に合わせて選択

しましょう。

保管管理不良、泥酔等

による誤飲誤食

マスク、メガネ、服装等

装備不十分

農薬使用後の

作業管理不良

使用時に注意を怠った

ため本人が暴露

散布農薬の飛散

によるもの

その他

原因不明

図：農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状況

（平成26～30年度）
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毎年、農薬の関与が疑われる蜜蜂の被害事例が発生しています。
農薬の散布に際して、養蜂家との情報共有、使用剤の形状、散布する

時間帯等の工夫にご協力ください。

養蜂家との情報
共有をしよう！

蜜蜂への被害の軽減を！

〇使い慣れている農薬でも、使用する際には
その都度必ずラベルを確認し、希釈倍数等の
使用基準や使用上の注意事項を遵守しましょう。

〇名前が似ている農作物でも、大きさや形が
違うと残留傾向も異なります。適用のない作物
に誤って農薬を使用しないようにしましょう。

〇ラベルには自身の身の安全のための農薬の
使い方も記載されています。
(裏面の例をご参照下さい)

参考：住宅地等における農薬使用について

参考：農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令



表：注意喚起マーク（絵表示）具体例（農薬工業会（農薬業界）で自主的に使用）


